
議案第３８号 

 

   明日の学校づくり施設整備事業大口南小学校既設校舎等解体工事請負 

契約の変更について 

 

 明日の学校づくり施設整備事業大口南小学校既設校舎等解体工事について、下記

のとおり請負契約を変更するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第５号及び大口町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（昭和３９年大口町条例第４号）第２条の規定により、議会の議決を求め

る。 

記 

１ 契約の目的   明日の学校づくり施設整備事業 

大口南小学校既設校舎等解体工事 

２ 契 約 金 額   変更前 金７９，８００，０００円 

変更後 金８３，６３２，５００円 

３ 工 期   変更前 

平成２４年３月６日から平成２４年７月２０日まで 

変更後 

平成２４年３月６日から平成２４年７月３０日まで 

４ 契約の相手方   丹羽郡大口町高橋二丁目２３番地 

           佐伯綜合建設株式会社尾張支店 

           執行役員支店長  長谷川 幸仁  

 

  平成２４年６月５日提出 

 

大 口 町 長  森     進   

 

 



（提案理由） 

 この案を提出するのは、明日の学校づくり施設整備事業大口南小学校既設校舎等

解体工事の設計変更に伴い、契約金額及び工期を変更するため必要があるからであ

る。 




